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(57)【要約】
　内視鏡外科手術において使用するための湾曲顎部ダイ
セクタ装置の異なる実施形態を提供する。本装置は、エ
ンドエフェクタ、該エンドエフェクタから近位方向に延
びる可撓性シャフト、該可撓性シャフトの近位部に連結
されたハンドル、及び該ハンドルから可撓性シャフトを
通じてエンドエフェクタに延びる並進部材を備えうるも
のであり、並進部材は第１及び第２の位置を有するアク
チュエータにおいてハンドルに連結されることにより、
アクチュエータを前記第１の位置に配置することにより
エンドエフェクタが閉鎖位置となり、アクチュエータを
前記第２の位置に配置することによりエンドエフェクタ
が開放位置となる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡外科手術で使用するための湾曲顎部ダイセクタ装置であって、
　エンドエフェクタであって、
　　第１の面を画定する第１の顎部材と、
　　第２の面を画定する第２の顎部材と、を備え、前記第１及び第２の顎部材が共通の旋
回点を有することにより、前記エンドエフェクタが、前記第１及び第２の面が互いに遠ざ
かる方向に旋回した開放位置と、前記第１及び第２の面が互いに近づく方向に旋回した閉
鎖位置とを有し、前記第１の顎部材及び前記第２の顎部材が前記エンドエフェクタの長手
方向軸から遠ざかる方向に湾曲している、エンドエフェクタと、
　前記エンドエフェクタから近位方向に延びる可撓性シャフトと、
　前記可撓性シャフトの近位部に連結されたハンドルと、
　前記ハンドルから前記可撓性シャフトを通じて前記エンドエフェクタにまで延びる並進
部材であって、該並進部材は第１及び第２の位置を有するアクチュエータにおいて前記ハ
ンドルに連結されることにより、前記アクチュエータを前記第１の位置に配置することに
より前記エンドエフェクタが前記閉鎖位置となり、かつ前記アクチュエータを前記第２の
位置に配置することにより前記エンドエフェクタが前記開放位置となる、並進部材と、を
備え、
　前記第１の顎部材が、
　前記第１の顎部材の長手方向軸から遠ざかる方向に延びる第１の翼状要素であって、前
記第１の翼状要素の幅狭の端部が遠位方向に向いている、第１の翼状要素と、
　前記第１の顎部材の前記長手方向軸から遠ざかる方向に延び、かつ前記第１の翼状要素
の反対側の第２の翼状要素であって、前記第２の翼状要素の幅狭の端部が遠位方向に向い
ている、第２の翼状要素とを備える、装置。
【請求項２】
　前記第１及び第２の翼状要素の前縁部が尖っている、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第１及び第２の顎部材が、外科用鋼材及びプラスチックからなる群から選択される
材料を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１及び第２の翼状要素が、外科用鋼材及びプラスチックからなる群から選択され
る材料を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記可撓性シャフトがコイルパイプを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記可撓性シャフトが多数の切り欠き要素を画定する円筒を備える、請求項１に記載の
装置。
【請求項７】
　前記並進部材がワイアである、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記ワイアが３層鋼ワイアである、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記エンドエフェクタが前記並進部材に連結されたシャトルを備え、該シャトルは遠位
方向及び近位方向に動くように構成され、前記シャトルが前記エンドエフェクタの長手方
向軸から遠ざかる方向に延びる第１のピンと、該第１のピンの反対側の第２のピンとを備
え、
　前記第１の顎部材が、前記第１のピンを受容するための第１のスロットを画定する近位
側カム部材を備え、
　前記第２の顎部材が、前記第２のピンを受容するための第２のスロットを画定する第２
の近位側カム部材を備える、請求項１に記載の装置。
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【請求項１０】
　前記第１及び第２のスロットが、前記シャトルの近位方向への運動によって前記エンド
エフェクタが前記閉鎖位置へと押され、かつ前記シャトルの遠位方向への運動によって前
記エンドエフェクタが前記開放位置へと押されるように配置されている、請求項９に記載
の装置。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　低侵襲性手術において使用するための外科用ダイセクタには様々な実施形態がある。
【０００２】
　低侵襲性手術は痛みを軽減し、従来の開放型の医療処置と比較して比較的回復時間が速
められることから望ましいものである。多くの低侵襲性手術は内視鏡（腹腔鏡を含むがこ
れに限定されない）によって行なわれる。こうした手術は、医師が患者の身体の小さなア
クセス開口部から患者の体内に医療器具及び補助器具を配置して、これを操作及び視認す
ることを可能とするものである。腹腔鏡検査法とは、内視鏡（しばしば剛性の腹腔鏡）を
使用したこのような「内視鏡手術的」な手法を述べるために用いられる用語である。この
ような方式の手術では、体壁を貫通して配置されたトロカールを通じて患者の体内に補助
的装置が挿入されることがしばしばある。更に侵襲性の低い処置としては、身体の自然孔
を通じて処置領域に内視鏡を挿入することによって行なわれる処置がある。こうした手法
の例としては、これらに限定されるものではないが、膀胱鏡検査法、子宮鏡検査法、食道
十二指腸鏡検査法、及び結腸鏡検査法が挙げられる。
【０００３】
　これらの手術の多くでは手術に際して可撓性の内視鏡を用いる。可撓性の内視鏡は、遠
位端付近に臨床医により近位端の制御部を用いて制御することが可能な可撓性の操縦可能
な関節部分をしばしば有している。可撓性内視鏡の中には比較的小径（直径１ｍｍ～３ｍ
ｍ）で、一体的な補助器具チャネル（生検チャネル又は作業チャネルとも呼ばれる）を有
さないものがある。胃内視鏡及び大腸内視鏡を含む他の可撓性内視鏡は、患者の体内にお
いて診断又は治療を行なうために医療装置及び他の補助的装置を導入及び抜脱することを
目的とした直径約２．０～３．７ｍｍの一体的な作業チャネルを有している。比較的大き
な補助器具を通過させるか、又は大きな血塊を吸引する機能を与えるために使用すること
が可能な直径５ｍｍの作業チャネルを有する大径作業チャネル内視鏡などのなんらかの特
化した内視鏡がある。他の特化した内視鏡としては２以上の作業チャネルを有するものが
ある。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　異なる実施形態の新規な特徴は特許請求の範囲において詳細に記載する。ただしこれら
の異なる実施形態は、以下の説明を以下の添付図面と併せて参照すること構成及び操作方
法の両方の面からその利点とともに最も深い理解がなされうるものである。
【図１】患者の上部消化管に挿入された内視鏡の一実施形態を示す。
【図２】本明細書で述べる外科用ダイセクタとともに使用することが可能な図１の内視鏡
の遠位部の一実施形態を示す。
【図３】図１の内視鏡とともに使用することが可能な外科用ダイセクタの一実施形態を示
す。
【図４】図３の外科用ダイセクタのエンドエフェクタの一実施形態を示す。
【図５】図３の外科用ダイセクタのハンドルの一実施形態を示す。
【図６】ハンドル本体を示さずに図５のハンドルの一実施形態を示す。
【図７】図５のハンドルの一実施形態の断面を示す。
【図８】図５のハンドルのスライダー機構の一実施形態をを示す。
【図９】カム作動式の顎を有する図３の外科用ダイセクタの一実施形態のエンドエフェク
タ及び可撓性シャフトの分解図。
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【図１０】可撓性シャフトが切り込みの入ったハイポチューブを有する図３の外科用ダイ
セクタの一実施形態を示す。
【図１１】図１１に示される閉鎖位置から図１４に示される開放位置へと移行する図４の
エンドエフェクタの一実施形態を示す。
【図１２】図１１に示される閉鎖位置から図１４に示される開放位置へと移行する図４の
エンドエフェクタの一実施形態を示す。
【図１３】図１１に示される閉鎖位置から図１４に示される開放位置へと移行する図４の
エンドエフェクタの一実施形態を示す。
【図１４】図１１に示される閉鎖位置から図１４に示される開放位置へと移行する図４の
エンドエフェクタの一実施形態を示す。
【図１５】逆連結作動システムを備えたエンドエフェクタを有する図３の外科用ダイセク
タの一実施形態を示す。
【図１６】クレビスが示されていない図１５のエンドエフェクタの一実施形態の別の図を
示す。
【図１７】近い方の顎部材及び連結要素が示されていない、図１５のエンドエフェクタの
一実施形態の別の代替図を示す。
【図１８】開放位置にある図１５のエンドエフェクタの一実施形態を示す。
【図１９】近い方の顎部材及び連結要素が示されていない、図１８に示される実施形態の
図。
【図２０】顎部材が１対の翼状要素を有するエンドエフェクタの一実施形態を示す。
【図２１】エンドエフェクタ及び翼状要素の一実施形態のより拡大された図を示す。
【図２２】図２０のエンドエフェクタ及び翼状要素の更なる図を示す。
【図２３】図２０のエンドエフェクタ及び翼状要素の更なる図を示す。
【図２４】図２０のエンドエフェクタ及び翼状要素の更なる図を示す。
【図２５】翼状要素が両方の顎部材上に配置されたエンドエフェクタの一実施形態を示す
。
【図２６】翼状要素が両方の顎部材上に配置されたエンドエフェクタの一実施形態を示す
。
【図２７】電気外科用途において使用するための図３の外科用ダイセクタの一実施形態を
示す。
【図２８】バイポーラ電気外科用途において使用するためのエンドエフェクタの一実施形
態を示す。
【図２９】先端部に丸みを帯びた電極が配置された顎部材を備えるエンドエフェクタの一
実施形態を示す。
【図３０】鉤形の電極付き顎部材を備えるエンドエフェクタの一実施形態を示す。
【図３１】ワイア電極付き顎部材を備えるエンドエフェクタの一実施形態を示す。
【図３２】鉤形の電極付き顎部材を備えるエンドエフェクタの別の実施形態を示す。
【図３３】帯状電極付き顎部材を備えるエンドエフェクタの一実施形態を示す。
【図３４】ガーゼ顎カバーを有するエンドエフェクタの一実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　外科用ダイセクタには、例えば様々な外科的行為において組織を切開するために使用す
ることができる様々な実施形態がある。外科用ダイセクタは、開放位置から閉鎖位置へと
移行することが可能な１対の顎部材を有するエンドエフェクタを備えうる。特定の実施形
態では、外科用ダイセクタは、顎部材が装置の長手方向軸から遠ざかる方向に湾曲しうる
点で既存の「メリーランド」型ダイセクタと似たものでもよい。これは、臨床医がダイセ
クタを使用しながら血管又は他の内臓の周囲の顎部材の遠位部を見ることを容易にしうる
ものである。
【０００６】
　開示されるダイセクタは多くの外科的行為において臨床医にとって有用でありうる。例
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えば、ダイセクタを使用して臓器、血管、結合組織、又は周辺組織からの他の内臓を切除
することができる。ダイセクタは、閉鎖位置にある状態で切開口又は解剖学的要素間の他
の空洞を通じて挿入することができる。次いでダイセクタを解剖学的要素を互いから分離
させることが可能な開放位置へと移行させることができる。例えば、ダイセクタを使用し
て肝床部から胆嚢を切除することができる。特定の実施形態では、ダイセクタの顎の内面
に歯が設けられることによって臨床医が組織を把持し、かつ／又は引き裂くことができる
。更に、異なる実施形態において顎に１以上の電極を配置することにより、電気外科手術
の用途での使用に適したものとすることができる。
【０００７】
　図１は、患者の上部消化管に挿入された内視鏡１４（ここでは胃内視鏡として示されて
いる）の一実施形態を示したものである。内視鏡１４は、異なる光学チャネル、照明チャ
ネル、及び作業チャネルを有しうる遠位端１６を有している。異なる実施形態によれば、
内視鏡１４は可撓性内視鏡であってよく、自然孔から導入することができる。
【０００８】
　一実施形態では、経管腔的内視鏡手術（ＮＯＴＥＳ）（商標）法を用いて内視鏡１４及
び各種器具を患者の体内に導入して本明細書で述べる各種の手術を行なうことができる。
ＮＯＴＥＳ（商標）法は、腹部に切開を行なわずに患者の自然開口部を通じて病変組織を
治療するか又は他の治療手術を行なうために用いることが可能な低侵襲性治療術である。
自然開口部は口、肛門及び／又は膣であってよい。医療用の移植可能な器具をこうした自
然開口部から標的部位にまで患者の体内に導入することができる。ＮＯＴＥＳ（商標）法
では、臨床医は可撓性内視鏡を患者の１以上の自然開口部に挿入して例えばカメラを使用
して標的部位を視認する。内視鏡手術に際しては、臨床医は外科用装置を内視鏡１４の１
以上の管腔又は作業チャネルを通じて挿入して各種の主要外科行為（key surgical actii
vty，ＫＳＡ）を行なうことができる。これらのＫＳＡとしては、臓器間の吻合形成、切
開、潰瘍及び他の創傷の修復が挙げられる。本明細書で述べる装置及び方法はＮＯＴＥＳ
（商標）法とともに使用することができるが、例えば他の内視鏡法及び腹腔鏡法なｄの他
の外科的方法とともに使用することもできる。
【０００９】
　図２は、本明細書で述べる外科用ダイセクタとともに使用することが可能な内視鏡１４
の遠位部１６の一実施形態を示したものである。図に示される例示的な内視鏡１４は、照
明チャネル８、光学チャネル６及び作業チャネル１０の遠位端を画定する遠位面４を有し
ている。照明チャネル８は、近位方向に配置された光源（図に示されていない）からの光
を手術部位に案内するための１以上の光ファイバー又は適当な導波管を含みうる。光学チ
ャネル６は、内視鏡１４を操作する臨床医が手術部位の画像を視認することが可能な位置
へと近位方向に画像を送信又は受信するための１以上の光ファイバー又は他の適当な導波
管を含みうる。上記に述べたように作業チャネル１０は臨床医が１以上の外科用器具を手
術部位に導入することを可能とするものである。こうした外科用器具の例としては、はさ
み、焼灼ナイフ、縫合装置、及びダイセクタが挙げられる。内視鏡１４は異なる実施形態
に基づいて使用することが可能な内視鏡のあくまで１つの例であることは認識されるであ
ろう。光学チャネル６、照明チャネル８及び／又は作業チャネル１０の別の構成を有する
内視鏡を使用することもできる。
【００１０】
　図３は、例えば内視鏡１４のような内視鏡とともに使用することが可能な外科用ダイセ
クタ１００の一実施形態を示したものである。ダイセクタ１００は、ハンドルアセンブリ
１０２、可撓性シャフト１０４、及びエンドエフェクタ１０６を備えうる。エンドエフェ
クタ１０６は、第１の顎部材１０８及び第２の顎部材１１０を備えうる。第１の顎部材１
０８及び第２の顎部材１１０はクレビス１１２に連結され、クレビス１１２は可撓性シャ
フト１０４に連結されうる。図４は、外科用ダイセクタ１００のエンドエフェクタ１０６
の一実施形態を示したものである。図に示されるように、第１の顎部材１０８及び第２の
顎部材（図４では顎部材１０８によって見えにくくなっている）はエンドエフェクタ１０
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６の軸１２０に対して湾曲している。
【００１１】
　図３を再び参照すると、可撓性シャフト１０４の内部においてエンドエフェクタ１０６
からハンドル１０２にまで並進部材１１６が延びうる。並進部材１１６は任意の適当な材
料から作製することができる。例えば、並進部材は金属ワイア（例えば３層鋼ケーブル）
、プラスチック又は金属シャフトとすることができる。ハンドル１０２において可撓性シ
ャフト１０４はアクチュエータ１１３に直接的又は間接的に連結されうる。使用時には臨
床医はアクチュエータ１１３を矢印１１８に沿って第１の位置から第２の位置へと旋回さ
せることができる。アクチュエータは第１の位置から第２の位置へと動く際に並進部材１
１６を遠位方向又は近位方向に並進させることができる。並進部材１１６の遠位方向又は
近位方向への運動により、エンドエフェクタ１０６は開放位置から閉鎖位置へと移行しう
る。
【００１２】
　図５は、外科用ダイセクタ１００のハンドル１０２の一実施形態を示したものである。
アクチュエータ１１３は図に示されるように矢印１１８に沿って旋回点５０２を中心とし
て旋回することができる。旋回点５０２は、アクチュエータをハンドル本体５０８に締結
するピン又は他の連結機構を表しうる。ハンドル本体５０８は図に示されるようにアクチ
ュエータ１１３と対向するグリップ５０１を形成しうる。１つの使用例では、臨床医が１
以上の指をグリップ５０１に通すことによって、臨床医がアクチュエータ１１３を親指で
操作することが可能となる。異なる実施形態によれば、アクチュエータ１１３はロックキ
ャビティ５０６内にしっかりと受容されるように構成されたロック要素５０４を備えうる
。ロック要素５０４及びキャビティ５０６によって、臨床医はアクチュエータ１１３、ひ
いてはエンドエフェクタ１０６を所定の位置に固定することが可能である。
【００１３】
　図６は、ハンドル本体５０８を示さずにハンドル１０２の一実施形態を示したものであ
る。アクチュエータ１１３が、スロット５１６を画定する１対のアーム５１０を有してい
る様子が示されている。各アーム５１０がピン５１８を受容することによりアクチュエー
タはスライダー機構５１２に摺動可能に連結されている。図７は、ハンドル１０２の一実
施形態の断面を示したものである。図８は、スライダー機構５１２の一実施形態を示した
ものである。並進部材１１６がハンドル本体５０８の遠位部において受容され、スライダ
ー機構５１２にまで近位方向に延びている。スライダー機構５１２の内部において、並進
部材１１６は１対のバネ保持要素５２４、５２６及びカラー５２０によって受容されうる
。並進部材１１６はカラー５２８から近位方向に回転ノブ１１４にまで延びうる。並進部
材１１６がカラー５２０に対して遠位方向及び近位方向に並進することのないように並進
部材１１６はカラー５２０に対してしっかりと締結されうる。
【００１４】
　使用時には、臨床医はアクチュエータ１１３をグリップ５０１の方向に動かすことによ
って並進部材１１６を近位方向に押すことができる。これにより生ずる旋回点５０２を中
心としたアクチュエータ１１３の回転によって、ハンドル本体５０８によって画定される
キャビティ５２２の内部でスライダー機構５１２が近位方向に引っ張られうる。これによ
りカラー５２０及び並進部材１１６も近位方向に引っ張られうる。バネ５２８は、スライ
ダー機構５１２、ひいては並進部材１１６の運動に抗しうる。並進部材１１６を遠位方向
に動かすには、臨床医はアクチュエータ１１３を旋回点５０２を中心としてグリップ５０
１から遠ざかる方向に旋回させることができる。これによりスライダー機構５１２、ひい
ては並進部材１１６が遠位方向に押されうる。スライダー機構５１２の遠位部とハンドル
１０２の遠位先端との間に並進部材スリーブ５１４を設けることができる。スリーブ５１
４は、並進部材１１６が遠位方向に押される際に折れ曲がることを防止する機能を有しう
る。
【００１５】
　図９は、カム作動式の顎を有する外科用ダイセクタ１００の一実施形態のエンドエフェ
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クタ１０６及び可撓性シャフト１０４の分解図を示したものである。顎部材１０８、１１
０はそれぞれ内面２０２、２０４を有しうる。エンドエフェクタ１０６が閉鎖位置にある
場合、内面２０２、２０４は互いに接触しうる。図９に示される実施形態では、内面２０
２、２０４は、エンドエフェクタ１０６が閉鎖位置にある場合に互いに噛み合うように構
成された多数の歯を有している。顎部材１０８、１１０は近位側カム部材２０６、２０８
を更に備えうる。カム部材２０６、２０８のそれぞれは、カムスロット２１０、２１２を
画定しうる。シャトル１２２は、カムスロット２１０、２１２内で動く１以上のピン要素
２１４（図９には示されていない）を備えうる。例えばシャトル１２２は、両側面にわた
って延びる１個のピン要素２１４を備えるか、又はそれぞれの側面に別々のピン要素２１
４を備えうる。使用時にはシャトル１２２は並進部材１１６に連結されうる。並進部材１
１６の遠位方向への運動によってシャトル１２２が遠位方向に対応するように動き、これ
によりピン要素２１４がカムスロット２１０、２１２内で摺動するように押されて顎部材
１０８、１１０が開放位置へと押されうる。
【００１６】
　異なる実施形態によれば、エンドエフェクタ１０６は可撓性シャフト１０４に回転可能
に連結されうる。例えば、外側カップラ１２６を可撓性シャフト１０４に固定することが
できる。内側カップラ１２４を、外側カップラ１２６及び可撓性シャフト１０４に対して
内側カップラ１２４が回転できるように外側カップラ１２６内に固定することができる。
内側カップラ１２４は更にクレビス１１２（ひいてはエンドエフェクタ１０６に）連結す
ることができる。したがって、エンドエフェクタ１０６は内側カップラ１２４とともに外
側カップラ１２６及び可撓性シャフト１０４を中心として回転可能である。上記に述べた
ように、並進部材１１６は例えばシャトル１２２を介してエンドエフェクタ１０６に連結
することができる。臨床医は並進部材１１６を回転させることによってエンドエフェクタ
１０６を回転させることができる。例えば、図５～７を参照すると、ハンドル１０２は、
臨床医が並進部材１１６を回転させることを可能とするノブ１１４又は他の制御装置を備
えうる。
【００１７】
　可撓性シャフト１０４は任意の好適な材料及び／又は装置で構成することができる。異
なる実施形態において、可撓性シャフト１０４を可撓性を有するとともに張力及び圧縮力
に耐えうる材料又は装置で構成することにより、臨床医によってアクチュエータ１１３を
介して与えられる開閉力の大きな損失を防止することができる。例えば、アクチュエータ
１１８が並進部材１１６を遠位方向に動かす際、可撓性シャフト１０４は圧縮状態におか
れうる。アクチュエータ１１８が並進部材１１６を近位方向に動かす際、可撓性シャフト
１０４は緊張状態におかれうる。可撓性シャフト１０４の過剰な圧縮又は延伸はエンドエ
フェクタ１０６を開閉するために最終的に与えられる力を減衰させうる。
【００１８】
　異なる実施形態において、可撓性シャフトは図４及び９に示されるようなコイルパイプ
１２８を有しうる。コイルパイプ１２８は円筒状のコイルに形成された材料のワイア又は
幅狭のリボンで作製することができる。コイルパイプ１２８はコイル状に形成されている
ことによりコイルパイプ１２８は圧縮状態でも効果的に機能しうる。しかしながら緊張状
態ではコイルパイプ１２８は伸展する傾向があるためにエンドエフェクタ１０６に加えら
れる力が減衰しうる。こうした減衰は高い予備荷重を有するコイルパイプ１２８を選択す
ることによって最小に抑えることができる。これによりコイルパイプ１２８は比較的堅く
なり、より曲げにくくなるが、同時に緊張状態におけるその性能は向上しうる。図１０は
、コイルパイプ１２８の代わりに切り込みを入れたハイポチューブ１００２を有する可撓
性シャフト１０４を備えた外科用ダイセクタ１００の別の実施形態を示したものである。
切り込みハイポチューブ１００２は多数の切り込み又は切り欠き要素１００４を有する円
筒状の材料片（例えば外科用鋼材又は他の金属）とすることができる。切り込みによって
ハイポチューブ１００２を曲げることができる。ハイポチューブ１００２は切り込みにお
いて曲がりうることから、ハイポチューブ１００２の任意の特定部分における切り込みの
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空間周波数によってその部分の可撓性が決定されうる。切り込みの空間周波数が高いほど
可撓性は高くなる。ハイポチューブ２００２は通常の手術条件下で延伸するように構成さ
れていないため、コイルパイプ１２８と比較して高い引っ張り性能を与えうる。
【００１９】
　図１１～１４は、図１１に示される閉鎖位置から図１４に示される開放位置へと移行す
るエンドエフェクタ１０６の一実施形態を示したものである。図１１を参照すると、エン
ドエフェクタ１０６が閉鎖位置で示されている。顎部材１０８、１１０は互いに接触して
いる状態が示されている。シャトル１２２は、並進部材１１６に連結され、近位位置にあ
る状態が示されている。例えば、臨床医は並進部材１１６を可撓性シャフト１０４を通じ
て近位方向に並進させることができる。これによりシャトル１２２は図に示される近位位
置をとることができる。シャトル１２２が近位位置にある場合、顎部材１０８、１１０が
閉鎖位置となるようにピン２１４がスロット２１０、２１２内に配置されうる。
【００２０】
　図１２及び１３は、閉鎖位置から開放位置へと移行するエンドエフェクタ１０６の一実
施形態を示している。並進部材１１６及びシャトル１２２が遠位方向に押されるのにした
がって、ピン２１４もカムスロット２１０、２１２内で遠位方向に動きうる。カムスロッ
ト２１０、２１２の湾曲のため、これにより顎部材１０８、１１０が開放位置へと押され
うる。図１４には、シャトル１２２が完全に遠位位置にあり、顎部材１０８、１１０が完
全に開いた位置にあるエンドエフェクタ１０６が示されている。図１４に示されるように
、顎部材１０８、１１０は約９０°の全開の開口角度をなしている。しかしながら異なる
実施形態で完全に開いた開口角度が異なりうる点は認識されるであろう。例えば、４０°
の開口角度を有するダイセクタを使用することもできる。更に、１８０°の開口角度を有
するダイセクタを使用することもできる。
【００２１】
　カムスロット２１０、２１２の輪郭（例えば形状）は機械的利点をもたらし、エンドエ
フェクタを開閉するために必要とされる力が低減される。例えば、カムスロット２１０、
２１２を浅い輪郭を有するように構成するとアクチュエータ１１３と並進部材１１６との
間の機械的利点が低減しうる。これによりエンドエフェクタ１０６を開くために必要とさ
れるアクチュエータ１１３の動きは最小となるが、必要とされる力は最大となる。同様に
、カムスロット２１０、２１２をより湾曲した輪郭を有するように構成するとアクチュエ
ータ１１３と並進部材１１６との間の機械的利点が増大しうる。これにより、臨床医がア
クチュエータ１１３に加えなければならない力は減少しうるが、必要とされる動きは大き
くなる。
【００２２】
　図１５は、逆連結作動システムを有する外科用ダイセクタ１００の一実施形態を示した
ものである。エンドエフェクタ１５００は顎部材１５０８、１５１０並びにシャトル１５
０２を備えうる。連結要素１５０４、１５０６（図１５には示されていない）によってシ
ャトル１５０２が顎部材１５０８、１５１０に連結されうる。図１５は、可撓性シャフト
１０４がコイルパイプ１５８を備える実施形態を示しているが、異なる実施形態において
切り込みを入れたハイポチューブに置き換えることができる点は認識されるであろう。図
１６は、クレビス１１２が示されていないエンドエフェクタ１５００の一実施形態の別の
図を示したものである。顎部材１５０８、１５１０は、旋回点１５１２を中心として開放
位置から閉鎖位置へと旋回することができる。連結要素１５０４、１５０６は旋回点１５
１６においてシャトル１０２に固定されている。連結要素１５０６は旋回点１５１４にお
いて顎部材１５１０にも連結されている。図１６には示されていないが、連結要素１５０
４は旋回点１５１４と同様の旋回点１５１８において顎部材１５０８に連結することがで
きる。図１７は、顎部材１５１０及び連結要素１５０６が示されていない、エンドエフェ
クタ１５００の一実施形態の別の代替図を示したものである。旋回点１５１８が連結要素
１５０４に沿って見える。
【００２３】
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　異なる実施形態において、シャトル１５０２の遠位方向への運動によって顎部材１５０
８、１５１０が閉じるように旋回点１５１４、１５１８を旋回点１５１２に対してそれぞ
れの顎部材上に配置することができる。図１８は、開放位置にあるエンドエフェクタ１５
００の一実施形態を示したものである。図１８に示されるように、シャトル１５０２は図
１５及び１６に示される位置よりもより近位位置にある。その結果、連結要素１５０４、
１５０６がより近位位置に引っ張られて、顎部材１５０８、１５１０が旋回点１５１２を
中心として図に示される開放位置へと旋回している。図１９は、顎部材１５１０及び連結
要素１５０６が示されていない、図１８に示される実施形態の図である。
【００２４】
　図２０は、顎部材２００２が１対の翼状要素２００６、２００８を備えるエンドエフェ
クタ２０００の一実施形態を示したものである。翼状要素２００６、２００８は顎部材２
００２の長手方向軸から遠ざかる方向に延びている。図２１は、エンドエフェクタ２００
０及び翼状要素２００６、２００８の一実施形態のより拡大された図を示す。図２２～２
４は、エンドエフェクタ２０００及び翼状要素２００６、２００８の更なる図を示す。翼
状要素２００６、２００８は例えば外科用鋼材又はプラスチックなどの任意の適当な材料
で形成することができる。異なる実施形態では、翼状要素２００６、２００８は三角形状
でありうる。例えば、翼状要素２００６、２００８の近位方向に位置決めした部分は、翼
状要素２００６、２００８の遠位方向に位置決めした部分よりも顎部材２００２から更に
遠くに延びうる。異なる実施形態において、翼状要素２００６、２００８は遠位方向に面
した前縁部２０１０及び近位方向に面した後縁部２０１２を画定しうる。前縁部２０１０
は一点に向かって尖がらせてもよい。後縁部２０１２は尖らせても、或いは鈍らせてもよ
い。
【００２５】
　翼状要素２００６、２００８は、解剖及び他の外科的行為において有用でありうる。例
えば、翼状要素２００６、２００８の前縁部２０１０は組織を広げる機能を有しうる。異
なる外科的用途において、エンドエフェクタ２０００を組織要素（例えば胆嚢と肝床部）
の間で滑り動かすことができる。翼状要素２００６、２００８の前縁部２０１０は、組織
要素同士を接合する中間の結合組織の一部を切断する機能を有してもよい。エンドエフェ
クタ２０００が組織に対して定位置に配置された時点で、後縁部２０１２は、例えばエン
ドエフェクタ２０００が開放位置へと移行する間に組織が顎部材２００２の遠位部から滑
り落ちることを防止するアンカーとして機能しうる。
【００２６】
　図２０～２４では、翼状要素２００６、２００８は顎部材２００２上のみに示されてい
る。しかしながら、顎部材２００４、又は顎部材２００２、２００４の両方が翼状要素を
有しうる点は認識されるであろう。例えば、図２５～２６は、顎部材２００２上に配置さ
れた翼状要素２００６、２００８に加えて、顎部材２００４上に配置された翼状要素２０
２０、２０２２を有するエンドエフェクタ２０００の一実施形態を示している。
【００２７】
　異なる実施形態では、顎部材１０８、１１０の一部又は全体が、例えば切開及び凝固と
いったモノポーラ又はバイポーラ電気外科用途における電極を有する、あるいは電極とし
て機能しうる。図２７は、電気外科用途において使用するための外科用ダイセクタ１００
の一実施形態を示したものである。エンドエフェクタ２７００の顎部材２７０６、２７０
８がそれぞれの電極２７０６、２７０８を構成しうる。各電極は、エンドエフェクタ２７
００から可撓性シャフト１０４及びハンドル１０２を通じて延びるワイア（図に示されて
いない）によって電気外科用発電機２７０２に接続されうる。発電機２７０２は電気外科
用途に適したあらゆる種類の信号を発生しうる。例えば、発電機２７０２は、適当な電圧
、電流、及び交流（Ａ／Ｃ）の場合には適当な周波数及び波形の様々な交流（Ａ／Ｃ）及
び／又は直流（Ｄ／Ｃ）信号を発生しうる。異なる実施形態では、外科用ダイセクタ１０
０はモノポーラ手術用に構成することができる。この場合、エンドエフェクタ２７００は
２個ではなく、１個の電極を備えうる。異なる実施形態では、エンドエフェクタ２７００
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の全体又は一部が１個の電極として機能しうる。以下に述べる電極の構成のいずれも、例
えばカム作動、逆連結作動、翼状部材などの上記に述べた要素のいずれとも併せて使用す
ることができる点は認識されるであろう。
【００２８】
　図２８は、バイポーラ電気外科用途において使用するためのエンドエフェクタ２８００
の一実施形態を示したものである。エンドエフェクタ２８００は、上記に述べたエンドエ
フェクタ１０６の顎部材と同様に動作しうる１対の顎部材２８０２、２８０４を備えうる
。最初に顎部材２８０２について述べると、その内面２８１４は絶縁部材２８０６及び電
極２８１０を備えうる。絶縁部材２８０６は、電極２８１０を顎部材２８０２の残りの部
分から電気的に絶縁する機能を有しうる。顎部材２８０４は同様の絶縁部材２８０８及び
電極２８１２を有しうる。絶縁部材２８０６、２８０８は例えばプラスチックなどの任意
の適当な電気絶縁性材料で作製することができる。電極２８１０、２８１２は、例えば外
科用鋼材又は別の金属などの任意の適当な導電性材料で作製することができる。
【００２９】
　図２９は、先端部に丸みを帯びた電極２９１２が配置された顎部材２９０２を有するエ
ンドエフェクタ２９００の一実施形態を示したものである。電極２９１２は絶縁部材２９
１０によって顎部材２９０２の残りの部分から電気的に絶縁することができる。顎部材２
９０２の内面２９０６は図に示されるように滑らかでもよく、あるいは歯若しくは他の把
持要素を形成してもよい。図２９には、電極がなく、内面２９０８が多数の歯を形成して
いる対向する顎部材２９０４が示されている。しかしながら、異なる実施形態において顎
部材２９０４の内面２９０８は滑らかであってもよく、あるいは様々な他の把持要素を有
してもよい点は認識されるであろう。更に、異なるバイポーラの実施形態では、顎部材２
９０４が電極２９１２に似た電極を備えてもよい。
【００３０】
　図３０は、鉤形の電極３０１２付き顎部材３００２を備えるエンドエフェクタ３０００
の一実施形態を示したものである。電極３０１２は顎部材３００２の遠位先端部に配置さ
れ、シャフト部３０１４及び鉤部３０１６を備えうる。電極３０１２の鉤部３０１６は近
位方向に向けられ、切開及び凝固動作を促進しうる。異なる実施形態では、電極３０１２
は顎部材３００２に摺動可能に連結されることにより、矢印３０１８の方向に遠位方向及
び近位方向に並進可能である。これにより、臨床医は電極３０１２が作動される際に電極
３０１２の位置を更に制御することができる。臨床医は、電極３０１２を発電機２７０２
と接続するワイア（図に示されていない）を遠位方向及び近位方向に引っ張ることによっ
て電極３０１２を遠位方向及び近位方向に動かすことができる。異なる実施形態では、ハ
ンドル１０２は臨床医がワイアを遠位方向及び近位方向に動かすことを可能にする適当な
制御部を備えうる。エンドエフェクタ３０００はモノポーラの形態として示されているが
、異なる実施形態では顎部材３００４も電極（図に示されていない）を備えうる点は認識
されるであろう。また、顎部材３００２、３００４の内面３００６、３００８は滑らかで
あってもよく、あるいは歯若しくは他の把持要素を有してもよい。
【００３１】
　図３１は、ワイア電極３１１２付き顎部材３１０２を備えるエンドエフェクタ３１００
の一実施形態を示したものである。顎部材３１０２が断面図で示されており、顎部材３１
０２を通じて延びるワイア電極３１１２が示されている。ワイア電極３１１２は、可撓性
シャフト１０４及びハンドル１０２を通じて発電機２７０２にまで近位方向に延びうる。
異なる実施形態では、ワイア電極３１１２は例えば上記に述べたように遠位方向及び近位
方向に動かすことができる。図３２は、鉤形電極３２１２を有する顎部材３２０２を備え
たエンドエフェクタ３２００の一実施形態を示したものである。電極３２１２は、組織を
切開及び／又は焼灼する際に使用することが可能な近位方向を向いた鉤要素３２２０を有
しうる。図３３は、帯状電極３３１２付き顎部材３３０２を備えるエンドエフェクタ３３
００の一実施形態を示したものである。帯状電極３３１２は、発電機２７０２と電気的に
導通しうる導電性部材３３２０を備えてよい。帯状電極３３１２は、導電性部材３３２０
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を顎部材３３０２の残りの部分から電気的に絶縁しうる電気絶縁性部材３３２２を更に備
えうる。帯状電極３３１２の全体又は一部を、顎部材３３０２の内面３３０９の反対側の
外面３３０７上に配置することができる。図に示されるように異なるエンドエフェクタ３
１００、３２００及び３３００をモノポーラ電極によって実現することができるが、異な
る実施形態では更なる電極（例えば顎部材３１０４、３２０４、３３０４上に）を備えて
もよい点は認識されるであろう。また、各顎部材のそれぞれの内面は滑らかであってもよ
く、あるいは歯若しくは他の適当な把持部材を有してもよい。
【００３２】
　図３４は、ガーゼ顎カバーを有するエンドエフェクタ３４００の一実施形態を示したも
のである。エンドエフェクタ３４００は上記に述べたような顎部材３４０２、３４０４を
備えてよい。各顎部材３４０２、３４０４はそれぞれ顎カバー３４０６、３４０８を備え
うる。顎カバー３４０６、３４０８は、顎部材３４０３、３４０４と周囲の組織との間の
摩擦を大きくする機能を有してよく、更に手術部位に存在しうる血液及び他の液体を吸収
することによって臨床医の視界を改善する機能を有しうる。
【００３３】
　異なる実施形態において、本明細書で述べた異なるエンドエフェクタ及び作動機構を備
えた外科用ダイセクタ１００の異なる実施形態を用いた外科用器具を、例えばオリンパス
社（Olympus Corporation）より販売されるＧＩＦ－１００モデルのような可撓性内視鏡
と組み合わせて使用することができる。少なくとも１つのこうした実施形態において、例
えば内視鏡、腹腔鏡、又は胸腔鏡を、例えば大腸を通じて経肛門的に患者の体内に、切開
口又はキーホール及びトロカールを通じて腹部に、又は食道を通じて経口的に、若しくは
子宮頸部を通じて経膣的に、導入することができる。これらの装置は、例えば肝臓などの
臓器の病変組織を治療するために臨床医が外科用ダイセクタ１００を組織治療領域の近く
に案内及び配置する助けとなりうる。別の実施形態では、これらの装置を病変組織を治療
するために例えば消化管（ＧＩ）、食道、及び／又は肺の近くに配置することができる。
異なる実施形態において、内視鏡は、遠位端が光源、視認ポート、及び少なくとも１つの
作業チャネルを有しうる可撓性シャフトを有しうる。少なくとも１つのこうした実施形態
では、視認ポートが視野内の画像を例えば内視鏡内の電荷結合素子（ＣＣＤ）カメラなど
の光学装置に送信することにより、操作者がその画像をディスプレイモニタ（図に示され
ていない）上で見ることができる。
【００３４】
　本明細書では「近位」及び「遠位」なる用語は、臨床医から手術部位にまで（例えばト
ロカールを通じて、自然孔を通じて、又は開放手術部位を通じて）延びる器具の端部を操
作する臨床医に対して用いられる点は認識されるであろう。「近位」なる用語は、臨床医
に最も近い部分を指し、「遠位」なる用語は、臨床医から離れた位置にある部分を指す。
正確性及び明確性を期するために、「垂直」、「水平」、「上」、「下」といった空間に
関する用語は、本明細書では図面に対して使用されうる点は更に認識されるであろう。し
かしながら、外科用器具は多くの向き及び配置で使用されるものであり、これらの用語は
限定的及び絶対的なものではない。
【００３５】
　以上、幾つかの実施形態を図示及び説明し、更に幾つかの例示的実施形態をかなり詳細
に説明したが、説明された実施形態は、付属の特許請求の範囲をこうした詳細に制限、又
はいかなる意味においても限定することを目的としたものではない。当業者には更なる効
果及び改変が直ちに明らかとなりうる。当業者であればこれらの異なる実施形態によって
与えられる異なる効果は直ちに認識されるであろう。
【００３６】
　幾つかの実施形態について説明したが、これらの実施形態の効果の一部又はすべてを達
成する、これらの実施形態に対する様々な改変、変更、及び適合が当業者であれば想到さ
れうることは明らかである。例えば異なる実施形態によれば、特定の機能を行なううえで
単一の要素を複数の要素で置き換えてもよく、複数の要素を単一の要素で置き換えてもよ
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い。したがって説明した実施形態は、付属の特許請求の範囲から逸脱することなくすべて
のこうした改変、変更及び適合を網羅することを目的としたものである。
【００３７】
　本明細書で開示する装置は１回の使用の後に廃棄されるように設計してもよく、あるい
は複数回使用されるように設計することもできる。ただしいずれの場合にも装置は少なく
とも１回の使用の後に再使用するために再調整しうる。再調整には、装置の分解工程、こ
れに続く特定の部品の洗浄及び交換工程、更にこれに続く再組み立て工程の組み合わせが
含まれる。詳細には、装置は分解してもよく、装置の任意の数の特定の部品又は部分を任
意の組み合わせで選択的に交換するかあるいは取り外してもよい。特定の部品を洗浄及び
／又は交換したならば、装置を再調整設備において、あるいは外科手術の直前に手術チー
ムにより、その後の使用のために再組立てすることができる。当業者であれば、装置の再
調整において分解、洗浄／交換、及び再組立てのための様々な異なる技術を利用すること
ができる点は認識されるであろう。こうした技術の利用、及びその結果として得られる再
調整済みの装置はすべて本願の範囲に含まれるものである。
【００３８】
　本明細書で述べた各実施形態は手術の前に処理されることが好ましい。最初に新品又は
使用済みの器具を入手し、必要に応じて洗浄する。次いで器具を滅菌してもよい。一滅菌
法では、プラスチック又はＴＹＶＥＫ（登録商標）バッグなどの閉鎖かつ密封された容器
に器具を入れる。次いで容器及び器具をガンマ線、Ｘ線、又は高エネルギー電子線などの
容器を貫通しうる放射線場に置く。この放射線によって器具上及び容器内の細菌が殺菌さ
れる。この後、滅菌済みの器具を滅菌容器内で保管することができる。密封容器によって
医療施設において開封されるまで器具は無菌状態に保たれる。
【００３９】
　その全体又は部分において本明細書に援用されたものとするすべての特許、刊行物、又
はその他の開示物は、援用される資料が本開示に記載される既存の定義、記述、又はその
他の開示内容と矛盾しない範囲においてのみ本明細書に援用されるものとする。このよう
に、また必要な範囲において、本明細書に明確に記載される開示内容が本明細書に援用さ
れたすべての矛盾する資料に優先するものとする。本明細書に援用されたものとするが本
明細書に記載される既存の定義、記述、又は他の開示資料と矛盾するすべての資料又はそ
の部分は、援用される資料と既存の開示資料との間に矛盾が生じない範囲においてのみ援
用されるものとする。
【００４０】
　各実施形態は、開示される特定の実施形態に限定されたものとして解釈されるべきもの
ではない。したがって各実施形態は限定的なものではなく例示的なものと見なされるべき
ものである。本特許請求の範囲から逸脱することなく他者により変形及び変更が行なわれ
うるものである。したがって、「特許請求の範囲」に含まれるすべてのこうした同等物、
変形物、及び変更物がこれにより包含されることは明確に意図されていることである。
【００４１】
　要約すると、本明細書において説明した実施形態を用いることで得られる多くの効果に
ついて説明した。上記に述べた１以上の実施形態の説明は、例示及び説明を目的として示
したものである。実施形態の説明は包括を目的としたものでもなければ、開示された厳密
な形態への限定を目的としたものでもない。上記の教示を考慮することで改変又は変形を
行なうことが可能である。上記１以上の実施形態は、原理及び実用的な用途を例示し、そ
れにより当業者が異なる実施形態を、想定される特定の用途に適した様々な改変を行って
利用することを可能ならしめるために選択及び説明したものである。本明細書とともに提
出される「特許請求の範囲」によって全体的範囲を定義するものである。
【００４２】
〔実施の態様〕
（１）　内視鏡外科手術で使用するための湾曲顎部ダイセクタ装置であって、
　エンドエフェクタであって、
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　　第１の面を画定する第１の顎部材と、
　　第２の面を画定する第２の顎部材と、を備え、前記第１及び第２の顎部材が共通の旋
回点を有することにより、前記エンドエフェクタが、前記第１及び第２の面が互いに遠ざ
かる方向に旋回した開放位置と、前記第１及び第２の面が互いに近づく方向に旋回した閉
鎖位置とを有し、前記第１の顎部材及び前記第２の顎部材が前記エンドエフェクタの長手
方向軸から遠ざかる方向に湾曲している、エンドエフェクタと、
　前記エンドエフェクタから近位方向に延びる可撓性シャフトと、
　前記可撓性シャフトの近位部に連結されたハンドルと、
　前記ハンドルから前記可撓性シャフトを通じて前記エンドエフェクタにまで延びる並進
部材であって、該並進部材は第１及び第２の位置を有するアクチュエータにおいて前記ハ
ンドルに連結されることにより、前記アクチュエータを前記第１の位置に配置することに
より前記エンドエフェクタが前記閉鎖位置となり、かつ前記アクチュエータを前記第２の
位置に配置することにより前記エンドエフェクタが前記開放位置となる、並進部材と、を
備え、
　前記第１の顎部材が、
　前記第１の顎部材の長手方向軸から遠ざかる方向に延びる第１の翼状要素であって、前
記第１の翼状要素の幅狭の端部が遠位方向に向いている、第１の翼状要素と、
　前記第１の顎部材の前記長手方向軸から遠ざかる方向に延び、かつ前記第１の翼状要素
の反対側の第２の翼状要素であって、前記第２の翼状要素の幅狭の端部が遠位方向に向い
ている、第２の翼状要素とを備える、装置。
（２）　前記第１及び第２の翼状要素の前縁部が尖っている、実施態様１に記載の装置。
（３）　前記第１及び第２の顎部材が、外科用鋼材及びプラスチックからなる群から選択
される材料を含む、実施態様１に記載の装置。
（４）　前記第１及び第２の翼状要素が、外科用鋼材及びプラスチックからなる群から選
択される材料を含む、実施態様１に記載の装置。
（５）　前記可撓性シャフトがコイルパイプを備える、実施態様１に記載の装置。
（６）　前記可撓性シャフトが多数の切り欠き要素を画定する円筒を備える、実施態様１
に記載の装置。
（７）　前記並進部材がワイアである、実施態様１に記載の装置。
（８）　前記ワイアが３層鋼ワイアである、実施態様７に記載の装置。
（９）　前記エンドエフェクタが前記並進部材に連結されたシャトルを備え、該シャトル
は遠位方向及び近位方向に動くように構成され、前記シャトルが前記エンドエフェクタの
長手方向軸から遠ざかる方向に延びる第１のピンと、該第１のピンの反対側の第２のピン
とを備え、
　前記第１の顎部材が、前記第１のピンを受容するための第１のスロットを画定する近位
側カム部材を備え、
　前記第２の顎部材が、前記第２のピンを受容するための第２のスロットを画定する第２
の近位側カム部材を備える、実施態様１に記載の装置。
（１０）　前記第１及び第２のスロットが、前記シャトルの近位方向への運動によって前
記エンドエフェクタが前記閉鎖位置へと押され、かつ前記シャトルの遠位方向への運動に
よって前記エンドエフェクタが前記開放位置へと押されるように配置されている、実施態
様９に記載の装置。
【００４３】
（１１）　前記エンドエフェクタが、
　前記アクチュエータの運動に応じて遠位方向及び近位方向に動くように構成されたシャ
トルと、
　近位端が前記シャトルの遠位部に連結され、かつ遠位端が前記第１の顎部材に連結され
た第１の連結要素と、
　近位端が前記シャトルの遠位部に連結され、遠位端が前記第２の顎部材に連結された第
２の連結要素と、を備え、
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　前記第１及び第２の連結要素が、前記シャトルの近位方向への運動によって前記エンド
エフェクタが前記開放位置へと押され、前記シャトルの遠位方向への運動によって前記エ
ンドエフェクタが前記閉鎖位置へと押されるような位置において前記第１及び第２の顎部
材に連結される、実施態様１に記載の装置。
（１２）　前記可撓性シャフトの遠位部に連結された外側カップラと、
　前記外側カップラ、前記並進部材、及び前記エンドエフェクタに連結され、前記外側カ
ップラに対して回転可能な内側カップラと、を更に備える、実施態様１に記載の装置。
（１３）　前記並進部材の回転により前記内側カップラ及び前記エンドエフェクタが前記
可撓性シャフトに対して回転する、実施態様１２に記載の装置。
（１４）　前記第１の顎部材が、前記第１の面の遠位部に配置された第１の電極を備える
、実施態様１に記載の装置。
（１５）　前記第１の顎部材が、前記第１の電極を前記第１の顎部材の残りの部分から隔
離するように配置された電気絶縁性材料を更に含む、実施態様１４に記載の装置。
（１６）　前記第１の顎部材の遠位部が第１の電極を画定する、実施態様１に記載の装置
。
（１７）　前記第１の電極が実質的に丸みを帯びている、実施態様１６に記載の装置。
（１８）　前記第１の電極が、近位方向を向いた鉤の形状である、実施態様１６に記載の
装置。
（１９）　前記第１の電極が前記第１の面の反対側の面上に実質的に配置されている、実
施態様１６に記載の装置。
（２０）　前記第１の電極と前記第１の顎部材の残りの部分との間に配置された電気絶縁
性材料を更に備える、実施態様１６に記載の装置。
【００４４】
（２１）　前記第１の顎部材が中空の管腔を画定し、かつ前記装置が該中空の管腔を通じ
て遠位方向に延びる第１の電極を更に備え、前記第１の電極が前記管腔を通じて延びるワ
イア部分と、前記第１の顎部材を越えて延びる活動部分とを画定する、実施態様１に記載
の装置。
（２２）　前記第１の電極が遠位方向及び近位方向に並進可能である、実施態様２１に記
載の装置。
（２３）　前記第１の電極の前記活動部分が近位方向を向いた鉤を画定する、実施態様２
１に記載の装置。
（２４）　内視鏡外科手術で使用するための湾曲顎部ダイセクタ装置であって、
　エンドエフェクタであって、
　　第１の面を画定する第１の顎部材と、
　　第２の面を画定する第２の顎部材であって、前記第１及び第２の顎部材が共通の旋回
点を有することにより、前記エンドエフェクタが、前記第１及び第２の面が互いに遠ざか
る方向に旋回した開放位置と、前記第１及び第２の面が互いに近づく方向に旋回した閉鎖
位置とを有し、前記第１の顎部材及び前記第２の顎部材が前記エンドエフェクタの長手方
向軸から遠ざかる方向に湾曲している、第２の顎部材と、
　　前記エンドエフェクタの長手方向軸上に実質的に配置され、遠位方向及び近位方向に
動くように構成されたシャトルと、
　　近位端が前記シャトルの遠位部に連結され、遠位端が前記第１の顎部材に連結された
第１の連結要素と、
　　近位端が前記シャトルの遠位部に連結され、遠位端が前記第２の顎部材に連結された
第２の連結要素であって、前記第１及び第２の連結要素が、前記シャトルの近位方向への
運動によって前記エンドエフェクタが前記開放位置へと押され、前記シャトルの遠位方向
への運動によって前記エンドエフェクタが前記閉鎖位置へと押されるような位置において
前記第１及び第２の顎部材に連結される、第２の連結要素と、を備える、エンドエフェク
タと、
　前記エンドエフェクタから近位方向に延びる可撓性シャフトと、
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　前記可撓性シャフトの近位部に連結されたハンドルと、
　前記ハンドルから前記可撓性シャフトを通じて前記シャトルまで延びる並進部材であっ
て、該並進部材は第１及び第２の位置を有するアクチュエータにおいて前記ハンドルに連
結されることにより、前記アクチュエータを前記第１の位置に配置することにより前記並
進部材が前記シャトルを近位方向に動かし、前記アクチュエータを前記第２の位置に配置
することにより前記並進部材が前記シャトルを遠位方向に動かす、並進部材と、を備える
、装置。
（２５）　前記第１及び第２の顎部材が、外科用鋼材及びプラスチックからなる群から選
択される材料を含む、実施態様２４に記載の装置。
（２６）　前記可撓性シャフトがコイルパイプを備える、実施態様２４に記載の装置。
（２７）　前記可撓性シャフトが多数の切り欠き要素を画定する円筒を備える、実施態様
２４に記載の装置。
（２８）　前記並進部材がワイアである、実施態様２４に記載の装置。
（２９）　前記ワイアが３層鋼ワイアである、実施態様２８に記載の装置。
（３０）　前記可撓性シャフトの遠位部に連結された外側カップラと、
　前記外側カップラ、前記並進部材、及び前記エンドエフェクタに連結され、前記外側カ
ップラに対して回転可能な内側カップラと、を更に備える、実施態様２４に記載の装置。
【００４５】
（３１）　前記並進部材の回転により前記内側カップラ及び前記エンドエフェクタが前記
可撓性シャフトに対して回転する、実施態様３０に記載の装置。
（３２）　前記第１の顎部材が、前記第１の面の遠位部に配置された第１の電極を備える
、実施態様２４に記載の装置。
（３３）　前記第１の顎部材が、前記第１の電極を前記第１の顎部材の残りの部分から隔
離するように配置された電気絶縁性材料を更に含む、実施態様３２に記載の装置。
（３４）　前記第１の顎部材の遠位部が第１の電極を画定する、実施態様２４に記載の装
置。
（３５）　前記第１の電極が実質的に丸みを帯びている、実施態様３４に記載の装置。
（３６）　前記第１の電極が近位方向を向いた鉤の形状である、実施態様３４に記載の装
置。
（３７）　前記第１の電極が前記第１の面の反対側の面上に実質的に配置されている、実
施態様３４に記載の装置。
（３８）　前記第１の電極と前記第１の顎部材の残りの部分との間に配置された電気絶縁
性材料を更に備える、実施態様３４に記載の装置。
（３９）　前記第１の顎部材が中空の管腔を画定し、前記装置が該中空の管腔を通じて遠
位方向に延びる第１の電極を更に備え、前記第１の電極が前記管腔を通じて延びるワイア
部分と、前記第１の顎部材を越えて延びる活動部分とを画定する、実施態様２４に記載の
装置。
（４０）　前記第１の電極が遠位方向及び近位方向に並進可能である、実施態様３９に記
載の装置。
【００４６】
（４１）　前記第１の電極の前記活動部分が近位方向を向いた鉤を画定する、実施態様３
９に記載の装置。
（４２）　内視鏡外科手術で使用するための湾曲顎部ダイセクタ装置であって、
　エンドエフェクタであって、
　　第１の面を画定する第１の顎部材と、
　　第２の面を画定する第２の顎部材であって、前記第１及び第２の顎部材が共通の旋回
点を有することにより、前記エンドエフェクタが、前記第１及び第２の面が互いに遠ざか
る方向に旋回した開放位置と、前記第１及び第２の面が互いに近づく方向に旋回した閉鎖
位置とを有し、前記第１の顎部材及び前記第２の顎部材が前記エンドエフェクタの長手方
向軸から遠ざかる方向に湾曲している、第２の顎部材と、を備える、エンドエフェクタと
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、
　前記エンドエフェクタから近位方向に延びる可撓性シャフトと、
　前記可撓性シャフトの近位部に連結されたハンドルであって、第１の位置及び第２の位
置を有するアクチュエータを備える、ハンドルと、
　前記ハンドルから前記可撓性シャフトを通じて前記エンドエフェクタにまで延びる並進
部材であって、該並進部材は前記第１及び第２の位置を有するアクチュエータにおいて前
記ハンドルに連結されることにより、前記アクチュエータを前記第１の位置に配置するこ
とにより前記エンドエフェクタが前記閉鎖位置となり、前記アクチュエータを前記第２の
位置に配置することにより前記エンドエフェクタが前記開放位置となる、並進部材と、を
備え、
　前記ハンドルが、該ハンドルの遠位部から前記アクチュエータまで近位方向に延びるス
リーブを更に備える、装置。
（４３）　前記第１の顎部材が、
　前記第１の顎部材の長手方向軸から遠ざかる方向に延びる第１の翼状要素であって、前
記第１の翼状要素の幅狭の端部が遠位方向に向いている、第１の翼状要素と、
　前記第１の顎部材の前記長手方向軸から遠ざかる方向に延びる、前記第１の翼状要素の
反対側の第２の翼状要素と、を備え、前記第２の翼状要素の幅狭の端部が遠位方向に向い
ており、前記第１及び第２の翼状要素の前縁部が尖っている、実施態様４２に記載の装置
。
（４４）　前記第１及び第２の顎部材が、外科用鋼材及びプラスチックからなる群から選
択される材料を含む、実施態様４２に記載の装置。
（４５）　前記第１及び第２の翼状要素が、外科用鋼材及びプラスチックからなる群から
選択される材料を含む、実施態様４２に記載の装置。
（４６）　前記可撓性シャフトがコイルパイプを備える、実施態様４２に記載の装置。
（４７）　前記可撓性シャフトが多数の切り欠き要素を画定する円筒を備える、実施態様
４２に記載の装置。
（４８）　前記並進部材がワイアである、実施態様４２に記載の装置。
（４９）　前記ワイアが３層鋼ワイアである、実施態様４８に記載の装置。
（５０）　前記エンドエフェクタが、前記並進部材に連結されたシャトルを備え、該シャ
トルは遠位方向及び近位方向に動くように構成され、前記シャトルが前記エンドエフェク
タの長手方向軸から遠ざかる方向に延びる第１のピンと、該第１のピンの反対側の第２の
ピンとを備え、
　前記第１の顎部材が、前記第１のピンを受容するための第１のスロットを画定する近位
側カム部材を備え、
　前記第２の顎部材が、前記第２のピンを受容するための第２のスロットを画定する第２
の近位側カム部材を備える、実施態様４２に記載の装置。
【００４７】
（５１）　前記第１及び第２のスロットが、前記シャトルの近位方向への運動によって前
記エンドエフェクタが前記閉鎖位置へと押され、前記シャトルの遠位方向への運動によっ
て前記エンドエフェクタが前記開放位置へと押されるように配置されている、実施態様５
０に記載の装置。
（５２）　前記エンドエフェクタが、
　前記アクチュエータの運動に応じて遠位方向及び近位方向に動くように構成されたシャ
トルと、
　近位端が前記シャトルの遠位部に連結され、遠位端が前記第１の顎部材に連結された第
１の連結要素と、
　近位端が前記シャトルの遠位部に連結され、遠位端が前記第２の顎部材に連結された第
２の連結要素と、を備え、
　前記第１及び第２の連結要素が、前記シャトルの近位方向への運動によって前記エンド
エフェクタが前記開放位置へと押され、前記シャトルの遠位方向への運動によって前記エ
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材に連結される、実施態様４２に記載の装置。
（５３）　前記可撓性シャフトの遠位部に連結された外側カップラと、
　前記外側カップラ、前記並進部材、及び前記エンドエフェクタに連結され、前記外側カ
ップラに対して回転可能な内側カップラと、を更に備える、実施態様４２に記載の装置。
（５４）　前記並進部材の回転により前記内側カップラ及び前記エンドエフェクタが前記
可撓性シャフトに対して回転する、実施態様５３に記載の装置。
（５５）　前記第１の顎部材が、前記第１の面の遠位部に配置された第１の電極を備える
、実施態様４２に記載の装置。
（５６）　前記第１の顎部材が、前記第１の電極を前記第１の顎部材の残りの部分から隔
離するように配置された電気絶縁性材料を更に備える、実施態様５５に記載の装置。
（５７）　前記第１の顎部材の遠位部が第１の電極を画定する、実施態様４２に記載の装
置。
（５８）　前記第１の電極が実質的に丸みを帯びている、実施態様５７に記載の装置。
（５９）　前記第１の電極が、近位方向を向いた鉤の形状である、実施態様５７に記載の
装置。
（６０）　前記第１の電極が前記第１の面の反対側の面上に実質的に配置されている、実
施態様５７に記載の装置。
【００４８】
（６１）　前記第１の電極と前記第１の顎部材の残りの部分との間に配置された電気絶縁
性材料を更に備える、実施態様５７に記載の装置。
（６２）　前記第１の顎部材が中空の管腔を画定し、かつ前記装置が該中空の管腔を通じ
て遠位方向に延びる第１の電極を更に備え、前記第１の電極が前記管腔を通じて延びるワ
イア部分と、前記第１の顎部材を越えて延びる活動部分とを画定する、実施態様４２に記
載の装置。
（６３）　前記第１の電極が遠位方向及び近位方向に並進可能である、実施態様６２に記
載の装置。
（６４）　前記第１の電極の前記活動部分が近位方向を向いた鉤を画定する、実施態様６
２に記載の装置。
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